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1 
 

本号で公布された条例のあらまし 

◇栃木県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正（栃木県条例第44号） 

１ 国家公務員等の旅費に関する法律の改正に鑑み、所要の改正をすることとしました。 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、令和８（2026）年７月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 



（2） 号外第54号令和７（2025）年12月17日　水曜日 栃 木 県 公 報
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（3）号外第54号栃 木 県 公 報令和７（2025）年12月17日　水曜日
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